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「第８期こまつ障がい者プラン（案）」 

に関するパブリックコメントの結果について 

 

 「第８期こまつ障がい者プラン（案）」について、皆様からいただいたご意見の内容

と市の考え方をまとめました。 

 貴重なご意見ありがとうございました。 

 

１．パブリックコメントの実施状況 

 （１）募集期間：令和６年２月 16日（金）～令和６年３月１日（金） 

 （２）提出総数：４通 

 （３）提出方法の内訳 

持参 郵送 Ｅメール ＦＡＸ 計 

0 0 ４ 0 ４ 

 

２．意見の概要と考え方 

意見の概要 市の考え方 

ｐ18 第5発達支援センターえぶりぃに

おける相談支援の状況 

現在、小学生の不登校や発達に関する支

援は教育センターが行っていて、未就学

児や中学、高校、それ以上の年齢の該当

する方々への支援はえぶりぃが行ってい

ると聞いています。支援の必要性はお子

さんのみならず、親ごさんにも及ぶ場合

が少なからず有るように感じています。 

課題の解決が難しいケースも多々あると

思いますので、えぶりぃと教育センター、

また病院や児相等の各機関の連携の強化

が必要だと痛感しています。 

ご意見のとおり、小学生・中学生に対す

る相談の窓口は教育研究センターとなっ

ております。支援の内容により発達支援

センターでの役割等が求められる場合

は、連携をしていく体制としております。 

ｐ24 〈施策の目標〉 ①権利擁護の体

制整備 

成年後見について相談ができる無料弁護

士法律相談や司法書士相談、公証人相談
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成年後見制度に関する中核機関設置につ

いて 

成年後見制度は、今後法整備が進むこと

に伴い、適切な権利擁護に向けて、市民

への周知活動が必要になってくると思い

ますので、具体的な対策をお願いします。 

などの市民相談を広く周知するととも

に、成年後見をテーマとした研修会や講

演会を企画し、市民に利用しやすい制度

となるよう周知啓発してまいります。 

p28 ②避難行動要支援者の把握・避難支

援等 

避難行動要支援者名簿について 

実際の運用についての課題は行政におい

ても認識されているようですので、本来

の目的の周知と正確で最新の名簿の更新

をお願いします 

避難行動要支援者名簿は、地域の安全を

みんなで守る「共助」のためのものです 

。本人の同意があれば、自主防災組織（ま

たは町内会）、民生委員、消防等（避難支

援等関係者）へ名簿を提供し、平常時の

避難訓練や見守りなどに役立てられま

す。名簿の更新については文書による勧

奨をはじめ、関係部署と連携して地域へ

の呼びかけを進めていきます。 

p28 ②避難行動要支援者の把握・避難支

援等 

個別避難計画について 

福祉関係者がイニシアティブをとり、実

際の災害時に少しでも役立つ計画が立案

できるよう、策定の推進をお願いします。 

障がいの有無に関わらず、高齢者や配慮

が必要な方が、気軽に利用できる「災害

安心シート」の活用をはじめ、様々な関

係機関と連携を図り、個別避難計画の策

定を進めます。 

p36 ④特別支援教育体制の充実 

特別支援教育支援員について 

各学校において、支援員は不足している

状況だと思われます。今の教育現場は業

務内容に対して正規の先生方の人数も決

して充分ではないように思われますの

で、支援員の待遇等を改善することによ

り、支援員の採用について現状に対応で

きるよう柔軟に行って頂きたいです。 

特別支援教育支援員に関しては、新たに

募集も行っているところです。 

来年度からは、勤務時間の柔軟な対応に

より待遇等の改善を行う予定です。支援

員の採用についても学校現場の声を聴き

ながら、柔軟に対応できるよう努めてい

きたいと思います。 

p46 ②相談支援体制の強化 

p58 5相談支援体制の充実・強化等 

小松市基幹相談支援センターについて 

令和６年度から、庁舎内に「基幹相談支

援センター」の相談窓口を設置し、障が

い相談支援専門員が障がいに起因する悩
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障がいのある方、困り感のある方、また

その家族等がワンストップで適切な支援

に繋がれるような機能を持ったセンター

にして下さい。 

みや不安、困りごとの相談に応じ、福祉

サービスの利用や生活に必要な情報提供

を行うほか、介護や生活困窮、権利擁護

など、他の福祉分野へもスムーズに相談

できる支援体制の整備を図ります。 

p31 ②母子保健事業の充実 

母子保健事業の充実について 

プランの中には「未熟児や障がい・慢性

疾患のある子どもを持つ親が、自分達で

交流の会を開くことを支援していきま

す。」とあります。 

 

以前は、ダウン症児親の会がすこやかセ

ンターの母子保健室をお借りして、定期

的な活動（勉強会、交流会、講演会、ク

リスマス会等）を行っていました。しか

し、親の会の活動は、仕事を持つ母親が

多いため、土曜開催としていたところ、

ある時期より（コロナ禍以前）、土曜はす

こやかセンターが休館の為、開館の為だ

けの職員の出勤はできない、となり、現

在、親の会は他の施設をお借りして開催

しています。 

職員の方の出勤等の都合もあるとは承知

していますが、このような自助努力でお

互いに助け合い励まし合う会こそ、支援

する体制を構築して頂きたいです。 

すこやかセンターには保健師や助産師と

いった専門職の方々もいらっしゃると思

いますし、このような当事者の会に少し

でも参加して頂き、助言や支援に繋げて

頂ければ、と思います。 

親の会については、必要な情報を得るこ

とや、親同士の交流の機会として貴重な

場であると考えております。 

親の会の行事内容によっては保健師等の

出務も可能ですのでご相談ください。 

すこやかセンターの開館日の変更に伴い

会場を移動いただいたことについては、

今後もご理解いただきますようお願いい

たします。 

小松市の病院では、障がい者の受診を断 「障害者差別解消法」では、障がいのあ
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られるケースがありますので、誰もが安

心して受けられる医療体制を望みます。 

又、障がい児、者の入院時の付き添いに

関しても、付き添い者の劣悪な環境に対

して、以前から多く支援を望む声が上が

っていましたが、NPO法人キープママス

マイリングが6月に公表した結果を受け

て、問題点が明確になりましたので、小

松市でも対応策を検討して頂きたい。 

る人への「不当な差別的取扱い」を禁止

するとともに、令和６年４月からは民間

事業者にも障がいのある人への合理的配

慮の提供が義務化されます。 

本市としては、小松市医師会や石川県、

関係機関等と連携して、医療機関の環境

面での改善も含め、安心して医療が受け

られる医療体制の提供に努めていきたい

と考えています。 

P25 公共施設のバリアフリー化 

公共施設のバリアフリー化について、エ

レベーターの広さが、吸痰器等を設置し

た車いすと付き添い人が一緒に乗ること

ができないところもありますので、障が

い者目線のバリアフリー化を望みます。 

又、災害時の停電に対応できるように、

エレベーターを使わずとも、上階（津波、

水害対策）へ車いすでも移動できるよう

に検討して頂きたい。 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律および石川県バリアフリ

ー社会の推進に関する条例を踏まえバリ

アフリー化を進めてまいります。 

P60 障がいのある人の一般就労の促進 

障害のある人への一般就労は、企業の理

解が進まないと、虐待の温床になり得ま

すので、併せて企業に対して研修の機会

や、ボランティア活動を推進して、障が

い者への理解を深める機会を持って頂き

たい。 

「障害者差別解消法」では、障がいのあ

る人への「不当な差別的取扱い」を禁止

するとともに、令和６年４月からは民間

事業者にも障がいのある人への合理的配

慮の提供が義務化されます。また、令和

５年３月に障害者雇用促進法施行令が改

正され、法定雇用率が段階的に引き上げ

られることから企業側の理解もより一層

求められることになります。 

本市としては、小松市障害者自立支援協

議会や南加賀就労支援強化連絡会、ハロ

ーワーク等のネットワークを活かし、企

業向けセミナーの開催等、幅広く周知を

図っていきたいと考えています。 
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P67 

ショートステイに関して、金沢市等に比

べ、小松市では実際に受け入れ可能な事

業所がなく困っています。ただでさえ支

援学校を卒業後は、保護者がケアを担う

時間が増え、仕事も辞めざるを得ないケ

ース等もあり、また、高齢の保護者は疲

弊しているのが実情です。福祉サービス

を平等に受けられる施策をお願いしま

す。 

本計画に基づき、ショートステイ等、障

がい福祉サービスが適正な形で利用者等

に提供されるよう推進してまいります。 

P41  ボランティア活動の推進について 

現在の小松市内での障がい者の本人活動

（余暇活動）は、障がい者の保護者によ

って成り立っているものばかりで、他市

のように社会福祉協議会や保護者ではな

いボランティア団体の支援がないように

思います。 

退職された特別支援が妥当の教員や、福

祉関係者の支援を受けられると、活動も

スムーズになり、保護者の負担も減るの

ではと思います。ボランティア活動のた

めのネットワークの構築を望みます。 

障がいのある人の余暇活動支援には、

ボランティアグループによる活動をはじ

め、地域住民による支え合いが必要です。 

令和３年度より、地区社協が主体とな

って高齢者や障がいのある人の支援や拠

点づくりに取り組む、「共助による支え合

い事業」がスタートし（現在、市内４地

区で実施）、様々な支援活動を行っていま

す。 

障がいのある人が日常生活で気軽に通

える居場所づくりも進めており、今後は

多くの地域で事業の実施を図り、障がい

のある人の生活を支えます。 

P81 日常生活用具給付について 

紙オムツやパンツ、パッドなどは、給付

の対象になりますが、おしりナップは対

象外になっていますが、ケアにおいて必

要不可欠なので、給付対象にして欲しい

です。 

高齢者には、認められているのに、なぜ

障がい者は認められていないのでしょう

か。 

給付対象につきましては、他市状況も鑑

みて、ご意見を今後の参考にさせていた

だきます。 

P18 発達支援センターえぶりぃにおけ 相談を受けながら必要な支援につながる
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る相談事業について 

相談件数の増加とありますが、健やかセ

ンターの健診時の相談、または子ども園

等の相談から、療育機関につながるまで

に時間がかかり、保護者がその間どうし

たら良いのかわからず、不安を抱えたま

ま過ごしているようです。 

速やかな相談支援の対応をお願いしま

す。 

までの期間についてのご意見ですが、保

護者のご相談内容を確認しながらすすめ

ており、年齢や子の様子等により、対応

についても様々であるという現状です。

療育機関の体制等すぐには対応できない

こともありますが、現状をお聞きしなが

ら不安の解消等に対応していけるよう努

めていきたいと考えています。 

第７期と第８期の編纂（順番等）が違っ

ているが、第７期の達成状況がはっきり

掴めない中、第８期をつくるのは難しい

のでないでしょうか。なぜ、わかりやす

いように第７期の状況・達成率など出て、

確認しながらできる様式になっていない

のでしょうか。 

第８期の計画は、国の（第５次）障害者

基本計画の障害者施策の基本的な内容項

目を、基本目標として新たに体系づけ、

整理してあります。 

第７期プランの進捗状況については、当

計画検討委員会において達成できなかっ

たものやその理由を報告して審議いただ

き、第８期プランに反映しております。 

検討委員会にて、第７期の報告等があっ

たと思うが、達成できなかった事項、そ

の理由等を明らかにすべきでないでしょ

うか。 

 プランの数値は、理念に到達するため

の具体的な数値だと認識しています。理

念のような小松市になるには長い年月を

要します。少しずつでも前へ前へ進めて

いく覚悟が必要ではないでしょうか。（プ

ランを作るときに何か目新しい項目だけ

にとらわれないでいただきたい） 

第７期プランの進捗状況については、当

計画検討委員会において達成できなかっ

たものやその理由を報告して審議いただ

き、第８期プランに反映しております。 

p63 重度障害者等包括支援 

目標数値が「０」になっている項目があ

りますが、その理由は？ 

単にニーズがないということなのでしょ

うか。なぜニーズがないのか、それを検

見込量については、サービスの種別や利

用ニーズを踏まえ、設定しています。 
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討、改善していくべきでないでしょうか。 

p46 ②相談支援体制の強化 

市に「基幹相談支援センター」の設置が

あります。大いに期待するものです。社

協のものとどう違いますか。ただ単に言

葉の違いだけでは屋上屋を重ねることに

なりませんか。また職員には福祉専門有

資格者の配置をお願いします。そして、

小松市の実態を把握すべく定期的に巡回

などで実態を理解してください。 

令和６年度から庁舎内に設置する「基幹

相談支援センター」は、相談支援事業所

の相談支援専門員が当番制で在駐するこ

ととなります。このセンターの役割とし

ては障がいに関する相談に対応するだけ

でなく、福祉に関わる人材の育成ほか、

その他の福祉事業所との連携強化があげ

られます。 

一方、障がい者の地域生活支援拠点とし

て整備した社協の「障がい者相談支援セ

ンター」は、障がいの重度化・高齢化や

「親亡き後」に備えるとともに、地域移

行を進めるため、重度障害にも対応でき

る専門性を有し、また、障がい者等やそ

の家族の緊急事態に対応を図ることを目

的に設置したものです。基幹相談支援セ

ンターと相談の内容が重なる部分があり

ますが、市内５カ所の相談支援事業所の

相談支援専門員が当番制で２４時間相談

対応しています。 

p58 5相談支援体制の充実・強化等 

市は今後の福祉行政において、社協をど

のように位置づけていますか。 

小松市社会福祉協議会は本市の地域福祉

活動の拠点として、地域の実情に応じた

きめ細やかな福祉サービスの提供や、福

祉ニーズの対応、地域住民の福祉意識の

向上を図る等、重要な役割を担っていま

す。 

本市と小松市社会福祉協議会が連携し

て、障がいのある人とその家族の暮らし

を地域全体で支えるサービス提供体制の

構築、相談支援体制の充実を進めていき

たいと考えています。 

ｐ27 基本目標3 防災・防犯等の推進 洪水等における避難方法のひとつとし
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能登半島地震での障害者の記事をみて、

身がつまされました。避難所に避難して

もいたたまれない。やむなく自宅避難を

している。これが現実です。避難所、福

祉避難所も必要ですが、自宅避難も必要

です。プランに明記すべきでないでしょ

うか。 

避難しようとしても避難所までの道が冠

水などで通行できない。避難できないと

いう現実を知っていただきたい。 

て、自宅等で浸水しない上階へ移動する

「屋内安全確保（垂直避難）」があります。 

 「屋内安全確保（垂直避難）」が可能か

どうかは、洪水等により想定される浸水

の深さや継続時間、避難のタイミング、

備蓄の有無、医療や介護の必要性など、

様々な個別条件により判断が必要となり

ます。 

 基本目標3施策の目標②で定めた個別

避難計画の推進において、自宅での避難

も含めた、状況に応じた避難計画の策定

を推進していきたいと考えています。 

 併せて、地震時には、二次災害の危険

性がない建築物において、避難生活がで

きるよう、各家庭での備蓄を推進します。 

p46 ⑤福祉の人材育成 

福祉はマンパワーと言われています。こ

れは福祉事業所だけでなく、行政をはじ

め色々なところでも同じだと思います。 

市職員に社会福祉士など専門資格を持っ

ている方は何人いるのでしょうか。これ

らの職員は福祉課だけでなく他の部署に

も配置されていますか。 

現在本市の社会福祉士の職員数は６名

で、社会福祉施策の推進に必要な部署に

配置しております。 

p52 (6)障がい福祉人材の確保 

前期からの福祉事業所等の増減はどうで

しょうか。少なくなってきてる福祉サー

ビスがあると感じています。市はどう思

っているのでしょうか。福祉だけでなく、

介護や児童などでも担い手がいない状態

とよく報道されていますが、小松市はど

うでしょうか。公から民と各事業が移譲

されてきていますが、現場では、四苦八

苦していると聞きます。市はどうとらえ

前期と比較して、同行援護と共同生活援

助で各１事業所が減少しております。一

方で、就労継続支援B型は６事業所、児

童発達支援・放課後等デイサービスは３

事業所が増加するなど、１２サービスで

事業所が増加しております。また、事業

所の増減なしが９サービスで、１事業所

で定員が増という状況となっています。 

本市としては、今後高まるニーズに対し

て、現在ある事業所や県と連携し、サー
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ていますか。施設整備や人件費、および

市全体（公民とも）の職員スキルアップ

して強く支援・援助していただけないで

しょうか。少子化が益々進む昨今、今直

ぐに手を打つべきではないでしょうか。 

ビスが提供できる体制づくりを検討して

いきたいと考えています。 

また、市職員や事業所職員のスキルアッ

プについては、小松市障害者自立支援協

議会の各連絡会での研修会や情報交換会

の充実・強化を図るとともに、県の研修

会に積極的に参加することで、全体の底

上げに繋げていきたいと考えています。 

前回のパブコメで、「ニーズ調査は在宅者

や学校も」と申し述べ、「今後の、参考に

させていただきます」と回答があったの

ですが、今回も反映されていません、行

政は単にアリバイづくりにしているので

はありませんか。これも国・県の方針沿

っているとしか見えませんが。 

今回のニーズ調査ですが、相談支援体制

の強化が課題となっていましたので、新

たに相談支援事業所を調査対象に加えて

います。 

各検討委員会の発言内容等を公表しても

らいませんか。 

率直で自由な意見を発言していただく環

境を整えるためにも非公表としておりま

す。 

委員には市外の先進地などの有識者（大

学教授、福祉専門職など）を入れたらど

うでしょうか。違った目でみるというこ

とも大事だと思います。市の他の検討委

員会にはそのようなものがあります。 

ご意見の内容は今後の検討を行う際の参

考にさせていただきます。 

小松市のパブリックコメントに、意見の

出ていないものがほとんどです。なぜな

んでしょうか。市としてどのような評価、

対策をするのでしょうか。 

今回の「第８期こまつ障がい者プラン

（案）」には多数のご意見をいただいてお

ります。今後も広報こまつへの掲載など、

周知徹底して多数のご意見を頂戴してま

いりたいと考えております。 

市等の広報周知が足らないのではないで

しょうか。今はホームページなどをご覧

くださいと言っていますが、紙媒体もま

だまだ必要と思います。 

市職員（外郭団体職員も）ホームページ

市民への広報について様々なアプロー

チ、周知方法を検討し、効率的で効果的

な広報に取り組んでいきます。 
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を見てと軽く言いますが、それを使いこ

なせない人がまだ多くいます。障害者だ

けでなく一般市民にもわかりやすい広報

等をお願いします。 

p41 基本目標 ボランティア活動の推

進 

ボランティア活動の推進とありますが、

ボランティア活動の担い手の高齢化、減

少が著しく、新たな担い手を探すことは

厳しい状況です。 

物価の高騰等もあり、働き盛りの年代の

方はボランティア活動に継続的に参加す

ることが難しい場合が少なからずありま

す。 

従来の方法とは違う形での広報や参加の

形態及び育成方法を検討する必要がある

と考えます。 

ボランティア活動は、高齢者から障が

いのある人を対象とした福祉関係のもの

をはじめ、自治会や専門活動など他分野

に渡ります。近年では、子ども食堂や災

害ボランティア等、その活動に特化した

もの、自分の興味関心のある分野の活動

には積極的に参加する傾向が見受けら

れ、その裾野は広がっているものと思わ

れます。 

 一方、ボランティア活動をしてみたい

けど、何をしてよいのか分からないとい

った方も多く、そのような方が、ボラン

ティアの情報にたどり着くようなＳＮＳ

の活用も行ってまいります。 

p46 ⑦日中活動の充実 

本人の余暇活動等について、サービスの

種類によっては不足しているものもあ

り、本人の余暇活動や日中活動が必ずし

も充足しているとは考えにくい状況だと

思われます。 

移動支援や地域活動支援センター等の稼

働率や不足について、実態を把握して頂

き、改善すべき点を抽出し、障がい者の

生活の充実に繋がる具体策を打ち出して

頂きたいです。 

訪問系サービスや日中活動系サービスな

ど、今後も引き続き生活支援の充実を図

っていきます。 
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文部科学省では障がい者の生涯学習の推

進を行っており、各地域において様々な

取り組みがなされています。小松にも公

立大学という貴重な資源がありますの

で、是非、行政が主体となり、大学とい

うツールを利用し、障がい者本人及び社

会に取っての学びの場を提供して頂くこ

とで、本人の生活の充実はもとより、そ

れが共生社会への一助に繋がるのではな

いかと考えます。 

本市では、公立小松大学と連携して行っ

ているこまつ市民大学等、年齢・性別・

障がいの有無を問わず、学習意欲のある

方であれば誰もが受講できる学びの場を

提供しています。障がいの有無や国籍の

違いなど、様々な立場にある人々が互い

に理解し合い、多様性を尊重する共生社

会に向けて努めていきます。 

ｐ24 〈施策の目標〉 ①権利擁護の体

制整備 

行政として、成年後見人制度をそのよう

にフォローしていくのか明確にして頂き

たいです。 

成年後見の申立ては、親族が行うのが基

本ですが、親族がいない、または適任者

がいない場合には、市長が申立てをする

ことになります。 

また、成年後見人についても、親族が高

齢であったり、虐待など後見人として相

応しくない場合には、弁護士や司法書士

など第三者が後見人に選任されることに

なります。 

本市では、無料弁護士法律相談や司法書

士相談、公証人相談などの市民相談を開

設しており、財産の管理ができない、親

亡き後の生活に不安があるなど成年後見

に関する相談に対応しています。 

p53 第 2 障がい福祉サービス等の提供

体制の確保に係る目標 1 福祉施設の入

所者の地域生活への移行  

入所施設は必要だと思います。 

それが無くなる方向なのであれば、どの

ような手立てがあるのか明確にして頂き

たいです。 

地域共生社会を目指す取り組みとしての

目標であり、現状を踏まえた方向性を示

すもので、施設を無くすものではありま

せん。 

 


